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業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況の概要

　取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための

体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要な体制の整備に関

して取締役会において決議をしている内容の概要は以下のとおりでありま

す。

（１）取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを

確保するための体制

①企業としての社会的信頼に応え、企業倫理・法令遵守の基本姿勢を明

確にすべく、全役職員を対象とした行動指針を策定し、周知徹底させ

る。

②コンプライアンス規程にもとづき、コンプライアンス担当取締役を委

員長とするコンプライアンス委員会を設置し、業務プロセス・規程の

整備、評価・監視体制の維持・強化を図る。

③内部通報制度運用規程にもとづき、法令違反、不正行為等を早期に発

見し是正することを目的とする内部通報制度の運用を行う。

④業務執行部門から独立した内部監査部門を設置し、各部門の業務プロ

セス等を監査し、不正の発見・防止とプロセスの改善に努める。

（２）損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①リスク管理規程にもとづき、リスク管理担当取締役を委員長とするリ

スク管理委員会を設置し、リスク管理体制の構築および運用を図る。

②内部監査室が各部門のリスク管理体制を検証し、問題点の指摘・改善

の指導等を行う。

（３）取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

　文書管理規程にもとづき、株主総会議事録、取締役会議事録、稟議

書等の取締役の職務の執行に係る情報を適切に保管および管理する体

制を図る。
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（４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

①毎月１回の定例取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会

を適宜開催し、重要事項の決定ならびに業務執行状況の監督等を行

う。

②職務分掌規程および職務権限規程にもとづき、業務の組織的かつ効率

的な運営を確保する体制を図る。

（５）企業集団における業務の適正を確保するための体制

①当社とグループ会社を含めた企業集団全体の行動指針を定めることと

し、統一の理念を保つ。

②当社とグループ会社共通の内部通報制度を整備し、運用する。

③当社内部監査部門の内部監査室は、グループ会社の業務プロセス等を

監査し、不正の発見・防止とプロセスの改善に努める。

（６）監査役の職務を補助すべき使用人およびその使用人の取締役からの独

立性に関する事項

　監査役会は、監査役の職務を補助すべき使用人を置くことができる

ものとする。その使用人の人事考課については監査役が行うことと

し、これらの者の異動、懲戒については監査役会の同意を得るものと

する。

（７）取締役および使用人が監査役に報告するための体制

①取締役および使用人は、監査役に対して、法令等に違反する事実、会

社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときは、当該事

実に関する事項を速やかに報告しなければならないものとする。

②監査役は、監査役監査を実効的に行うため、「取締役会」のほか、

「コンプライアンス委員会」「リスク管理委員会」その他重要な会議

または委員会に可能な限り出席することとする。

（８）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　監査役は、内部監査部門の実施する内部監査に係る年次計画につい

て事前に説明を受け、また、内部監査の実施状況について適宜報告を

受けるものとする。
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　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下のとおりで

あります。

　財務報告の有効性に関する評価ならびに各部署における業務処理統制の

状況については、内部監査室が監査役および会計監査人と連携して計画的

に実施する監査において検証をしており、その検証結果については代表取

締役および監査役に対し報告をしております。

　リスク管理については、リスク管理規程にもとづき毎年１回開催される

リスク管理委員会において、業務上のリスクを評価および予見して重要リ

スクを特定するとともに、その重要性に応じて適宜対応を図っておりま

す。

　コンプライアンスについては、コンプライアンス規程にもとづくコンプ

ライアンス委員会のほか、監査役と内部監査室が連携して実施する監査に

より検証をしており、その検証結果については代表取締役および監査役に

対し報告をしております。

　内部通報については、匿名での通報も可能である内部通報窓口および通

報者に対する不利益取扱いの禁止を内部通報制度運用規程に定め、役職員

に対して周知徹底を図っております。
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（ 2025年２月１日から
2026年１月31日まで ）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金
そ の 他
資本剰余金

資本剰余金

合　　　計
利益準備金

そ の 他
利 益 剰 余 金 利益剰余金

合　　　計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 412,902 423,708 87,882 511,590 1,350 1,592,736 1,594,086

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △ 84,185 △ 84,185

当 期 純 利 益 908,364 908,364

株 主 資 本 以 外 の
項 目 の 事 業 年 度 中 の 変 動 額
( 　 　 純 　 　 　 額 　 　 )

事業年度中の変動額合計 - - - - - 824,178 824,178

当 期 末 残 高 412,902 423,708 87,882 511,590 1,350 2,416,915 2,418,265

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等

新株予約権 純 資 産 合 計
自 己 株 式

株 主 資 本
合 計

その他有価証券
評 価 差 額 金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 △ 1,054,323 1,464,255 19,634 19,634 74,947 1,558,838

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △ 84,185 △ 84,185

当 期 純 利 益 908,364 908,364

株 主 資 本 以 外 の
項 目 の 事 業 年 度 中 の 変 動 額
( 　 　 純 　 　 　 額 　 　 )

15,112 15,112 2,978 18,091

事業年度中の変動額合計 - 824,178 15,112 15,112 2,978 842,270

当 期 末 残 高 △ 1,054,323 2,288,434 34,747 34,747 77,925 2,401,108

株主資本等変動計算書

（注）千円単位の記載金額は、千円未満切り捨てにより表示しております。
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項

(1）資産の評価基準及び評価方法
①　子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法
②　その他有価証券

・市場価格のない株式等以外のもの 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理
し、売却原価は移動平均法により算定）

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
③　棚卸資産

・仕掛品 個別法による原価法（貸借対照表価額については収
益性の低下にもとづく簿価切り下げの方法）

④　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、当事業年度の末日の直物
為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益と
して処理しております。

(2）固定資産の減価償却の方法
①　有形固定資産 定率法

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物（８～15年）
車両運搬具（６年）
工具器具備品（５～20年）

②　無形固定資産 定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内
における利用可能期間（５年）にもとづいており
ます。

(3）引当金の計上基準
①　貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特
定の債権については個別に回収可能性を勘案し、
回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見
込額にもとづき計上しております。

③　退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末に
おける退職給付債務の見込額にもとづき、計上し
ております。
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(4）収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業である受注制作のソフトウエ
アに関する主な履行義務の内容および当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認
識する通常の時点）は以下のとおりであります。
　受注制作のソフトウエア開発など成果物を移転する履行義務は、顧客との契約に
おける義務を履行することにより別の用途に転用することができない資産が生じる
ため、一定期間にわたり充足される履行義務であると判断し、履行義務の充足にか
かわる進捗度を見積り、当該進捗度にもとづき収益を一定の期間にわたり認識して
おります。この進捗度の測定は、主に発生した原価にもとづくインプット法を採用
しております。
　ただし、期間がごく短い契約については、一定の期間にわたり収益を認識せず、
完全に履行義務を充足した時点（顧客による検収がなされた時点）で収益を認識し
ております。

２．会計方針の変更に関する注記
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28
日）等を当事業年度の期首から適用しております。
なお、当該会計方針の変更による計算書類への影響はありません。

３．会計上の見積りに関する注記
一定期間にわたり認識する売上高

     (1) 当事業年度の計算書類に計上した金額
         売上高　　　　 　　　　　　 2,099,753千円

     (2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
       ①　金額の算出方法および算出に用いた主要な仮定

「１．重要な会計方針に係る事項 (4)収益及び費用の計上基準」に記載のとおり、
受注制作のソフトウエアに係るプロジェクト見積り原価総額に対する事業年度末まで
の発生原価の割合で進捗度を測定する方法にもとづいて収益を認識しております。

見積り原価総額については、主に工数および外注予定額から構成される実行予算を
用いて算出しており、インプット法により進捗度を把握し売上高を算定しておりま
す。

       ②　翌事業年度の計算書類に与える影響
　見積り原価総額の算出に際し、仕様追加や開発方式の変更等様々な要因により実行
予算の主な要素である開発に必要となる工数および外注予定額の見通しが変化する場
合には、見積り原価総額が変動し、損益へ影響を与える可能性があります。
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(1）有形固定資産の減価償却累計額 545,271 千円

①　短期金銭債権 32,416 千円
②　短期金銭債務 6,358 千円

①　長期金銭債務 200 千円

①　売掛金 357,091 千円
②　契約資産 317,002 千円

①　売上高 22,527 千円
②　売上原価 20,256 千円
③　販売費及び一般管理費 271 千円
④　営業取引以外の取引高 694,103 千円

繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

         繰延税金資産　　　　 　　　　　　 38,140千円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
       当事業年度の貸借対照表において、繰延税金資産38,140千円を計上しております。
     繰延税金資産の繰延税金負債との相殺前の金額は54,118千円であり、将来減算一時差異に
     係る繰延税金資産の総額から評価性引当額を控除しており、将来の税負担額を軽減する回
     収可能な範囲内で認識しております。将来減算一時差異等の解消スケジュールは、収益力
     にもとづく将来の課税所得等にもとづいて行っております。
     　収益力にもとづく将来の課税所得等は、主として当社の合理的に見積り可能な期間の営
     業利益を基礎としております。
     　当該見積りについて、将来の不確実な経済条件の変動等により見直しが必要となった場
     合、翌事業年度以降の計算書類において認識する繰延税金資産の金額に影響を及ぼす可能
     性があります。

４．貸借対照表に関する注記

(2）関係会社に対する金銭債権および金銭債務は次のとおりであります。

(3）取締役、監査役に対する金銭債務は次のとおりであります。

(4）売掛金及び契約資産の内訳は次のとおりであります。

５．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
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株式の種類
当事業年度期首
の株式数（株）

当事業年度増加
株式数（株）

当事業年度減少
株式数（株）

当事業年度末の
株式数（株）

普通株式 11,096,000 － － 11,096,000

株式の種類
当事業年度期首
の株式数（株）

当事業年度増加
株式数（株）

当事業年度減少
株式数（株）

当事業年度末の
株式数（株）

普通株式 2,677,480 － － 2,677,480

・配当金の総額 84,185 千円
・１株当たり配当額 10円
・基準日 2025年１月31日
・効力発生日 2025年４月28日

・配当金の総額 84,185 千円
・配当の原資 利益剰余金
・１株当たり配当額 10円
・基準日 2026年１月31日
・効力発生日 2026年４月30日

６．株主資本等変動計算書に関する注記
(1）発行済株式の総数に関する事項

(2）自己株式の数に関する事項

(3）剰余金の配当に関する事項
①　配当金支払額等

2025年４月25日開催の第33期定時株主総会決議による配当に関する事項

②　基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になる
もの
2026年４月28日開催予定の第34期定時株主総会において次のとおり付議いたしま
す。

(4）当事業年度の末日における新株予約権に関する事項（権利行使期間の初日が到来して
いないものを除く。）
普通株式　　　　　　　　　　　　 848,400株

７．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳

　繰延税金資産の発生の主な原因は、減価償却超過額、税務上の繰越欠損金、賞与引当
金であり、評価性引当額を控除しております。また、繰延税金負債の発生の原因は、そ
の他有価証券評価差額金であります。
　なお、貸借対照表上は、繰延税金資産と繰延税金負債を相殺して表示しております。
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８．金融商品に関する注記
(1）金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針

　当社は、資金運用については、流動性の高い預金等の金融資産で運用しております。
また、資金調達については、主に銀行借入により調達しております。

②　金融商品の内容およびそのリスク

　外貨建預金については、為替の変動リスクに晒されております。
　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、輸出取引に
よって生じる外貨建営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。
　投資有価証券は主に株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
　差入保証金については、主に建物の賃貸借契約に係るものであり、差入先の信用リス
クに晒されております。
　営業債務である未払金は、そのほとんどが１ヶ月以内の支払期日であります。

③　金融商品に係るリスク管理体制

イ．信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
　営業債権については、与信管理規程に従い、主要な取引先の状況を定期的にモニタリ
ングし、取引相手ごとに期日および残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等によ
る回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
ロ．市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
　投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、保有状況等
を継続的に見直しております。
ハ．資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管
理
　適時に資金繰計画を作成・更新するなどにより流動性リスクを管理しております。

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等
を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

投資有価証券 70,785 70,785 －

関係会社長期貸付金 630,000 624,701 △5,298

資産計 700,785 695,486 △5,298

区分 貸借対照表計上額（千円）

匿名組合出資 30,860

関係会社株式 882,715

非上場株式 39,176

(2）金融商品の時価等に関する事項
　2026年１月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次
のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は含まれておりません（（注）２．
参照）。

（注）１．金融商品に関する事項
現金及び預金、売掛金及び契約資産、未払金、短期借入金については、現金で
あること、および短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであ
ることから記載を省略しております。

投資有価証券
　時価については、株式等は取引所の価格によっており、債券は取引所の価
格又は取引金融機関等から提示された価格によっております。

関係会社長期貸付金
　時価については、元利金の合計額を同様の新規貸付けを行った場合に想定
される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

２．市場価格のない株式等
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１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

関係会社長期貸付金 － 630,000 － －

合計 － 630,000 － －

区 分
時 価

レベル１ レベル２ レベル３ 合　　計

投資有価証券

その他有価証券

株式 70,785 － － 70,785

合計 70,785 － － 70,785

３．金銭債権の決算日後の償還予定額

(3）金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性および重要性
に応じて、以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場

において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負

債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１の

インプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定

した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定し

た時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、そ
れらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位
が最も低いレベルに時価を分類しております。

① 時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産および金融負債

（単位：千円）

（注）時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券

上場株式および上場投資信託は相場価格を用いて評価しております。上場株
式および上場投資信託は活発な市場で取引されているため、その時価をレベ
ル１の時価に分類しております。
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区 分
時 価

レベル１ レベル２ レベル３ 合　　計

関係会社長期貸付金 － 624,701 － 624,701

合計 － 624,701 － 624,701

区分 当事業年度

一時点で移転される財又はサービス（注） 1,004,210

一定期間にわたり移転される財又はサービス 2,099,753

顧客との契約から生じる収益 3,103,964

外部顧客への売上高 3,103,964

② 時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産および金融負債

（単位：千円）

（注）時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明
関係会社長期貸付金

関係会社長期貸付金の時価は、元利金の合計額をリスクフリーレートで割り
引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

９．収益認識に関する注記
(1）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

（注）一時点で移転される財又はサービスの金額には、一定期間にわたり充足される
履行義務で、ごく短い期間にわたり充足される履行義務に該当する金額を含め
て表示しております。

(2）顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
①契約および履行義務に関する情報

「１．重要な会計方針に係る事項」の 「(4）収益及び費用の計上基準」に記載のと
おりであります。

②取引価格の算定に関する情報
当社では、顧客から受け取る対価の総額で収益を表示しております。
当社では、取引価格の算定に関して、変動対価が見込まれる場合には変動対価を測

定し収益として認識しております。その他、現金以外の対価、返品・返金およびその
他の類似の義務を含むものはありません。また、取引の対価は履行義務を充足してか
ら主に１年以内に受領しているため、重要な金融要素の調整は行っておりません。

③履行義務への配分額の算定に関する情報
当社が行う販売取引は、個別性の高い財又はサービスが大半であり、価格設定は極

めて個別性が高いものであります。従って明らかに市況と乖離しているのではない限
り、顧客と合意した履行義務単位の対価を独立販売価格とみなしております。

履行義務を特定した値引きは当該履行義務に全額配分しております。
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区分 当事業年度

顧客との契約から生じた債権(期首残高) 536,728

顧客との契約から生じた債権(期末残高) 357,091

契約資産(期首残高) 144,258

契約資産(期末残高) 317,002

契約負債(期首残高) 23,529

契約負債(期末残高) 4,226

④履行義務の充足時点に関する情報
「１．重要な会計方針に係る事項」の 「(4）収益及び費用の計上基準」に記載のと

おりであります。

⑤収益認識に関する会計基準等の適用における重要な判断
上記に記載したことの他は該当事項はありません。

(3）当事業年度および翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
① 契約資産および契約負債の残高等

（単位：千円）

契約資産は、主に、顧客との受託契約について事業年度末時点で一定期間にわたる
収益を認識しておりますが、未請求の権利に関するものであります。契約資産は、支
払いに対する権利が無条件になった時点で売上債権へ振替えられます。

契約負債は、主に、顧客からの前受金に関するものであります。契約負債は、収益
の認識に伴い取り崩されます。

②残存履行義務に配分した取引価格
当社においては、当初の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務

上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。
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種 類
会 社
等 の
名 称

所 在
地

資 本 金
ま た は
出 資 金
（ 千
円 ）

事 業
の 内
容 又
は 職
業

議 決 権
等 の 所

有
（ 被 所
有 ） 割

合

関連当事者
と の 関 係

取 引
内 容

取 引 金
額

（千円）
科 目

期 末 残
高

（千円）

子 会 社
㈱ ア ク
ア プ ラ

ス

大 阪 府
大 阪 市

61,000

デ ジ タ
ル コ ン
テ ン ツ
事 業

所有
直接
100%

役員の
兼任
資金の
貸付

資 金 の
貸付
（注）

資 金 の
回収
（注）

利 息 の
受取
（注）

680,000

50,000

2,903

関 係 会
社 長 期
貸 付 金

未 収 収
益

630,000

2,903

子 会 社
㈱ フ ァ
イ ン

大 阪 府
堺 市

10,000

デ ジ タ
ル コ ン
テ ン ツ
事 業

所有
直接
100%

役員の
兼任

配 当 金
の受取

690,000 - -

(1）１株当たり純資産額 275.96円
(2）１株当たり当期純利益 107.90円

10．関連当事者との取引に関する注記
 関連会社等

（注）取引条件および取引条件の決定方針等

資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

11．１株当たり情報に関する注記
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